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鋳鉄製耐震形割Ｔ字管 

平成２６年 ３月２７日 仕様制定 

平成３０年 ４月 １日 仕様改正 

令和 元年１２月１２日 仕様改正 

１．適用範囲 

この仕様は、鋳鉄管より不断水工法により分岐穿孔を行うため使用するダクタイル鋳

鉄製耐震形割Ｔ字管（以下、「管」という。）について定める。 

 

【備考】次に揚げる規格は、この仕様に引用されることによって、この仕様の一部を

構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。 

ＪＷＷＡ Ｇ １１４（水道用ダクタイル鋳鉄異形管） 

ＪＷＷＡ Ｋ １３９（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料） 

ＪＷＷＡ Ｋ １５６（水道施設用ゴム） 

ＪＷＷＡ Ｇ １１２（水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装） 

ＪＩＳ Ｇ ５５０２（球状黒鉛鋳鉄品） 

局仕様 Ｂ ２００６（鋳鉄フランジ用六角ボルト及びナット） 

※「局仕様」とは大阪市水道局規格資材を示す。 

 

２．種類及び記号 

管の種類は、ミリ管用とし、その記号は表１のとおりとする。 

 

表１ 管の種類と記号 

種 類 記 号  

ミリ管用（mm） ト )¦( Ｄ  

 

３．製造方法・機械的性質・黒鉛球状化及び塗装後の仕上り面 

管の製造方法、機械的性質、黒鉛球状化及び塗装後の仕上り面は、ＪＷＷＡ Ｇ １

１４に規定する各項目による。 

 

４．形状・寸法・質量及びその許容差 

４．１ 形状、寸法及び質量 

管の構造については、付図１を参考とすることとし、詳細形状、寸法及び質量につ

いては、個々に審査を行うものとする。また、挿し口短管と耐震型バルブの解体が容

易であること。 

４．２ 形状・寸法等の許容差 
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管の主要部寸法等の許容差は、個々に審査を行うものとする。 

 

５．塗 装 

５．１ 塗 料 

塗料は、使用上有害な成分を含まないもので、乾燥後水に侵されず、かつ、水質に

悪影響を与えることなく、寒暑によって異常を生じないものでなければならない。 

（１）本体、バルブ及び挿し口短管の内面は、ＪＷＷＡ Ｇ １１２とする。 

（２）本体の外面は、ＪＷＷＡ Ｇ １１２又はＪＷＷＡ Ｋ １３９、バルブの外

面はＪＷＷＡ Ｇ １１２、挿し口短管の外面はＪＷＷＡ Ｋ １３９とする。 

（３）本市が特に指定した塗料。 

５．２ 塗装箇所及び塗装方法 

塗装箇所及び塗装方法は、次のとおりとする。 

（１）５．１（１）により塗装する場合は、ＪＷＷＡ Ｇ １１２による。なお、塗

装範囲は付図２のとおりとし、塗膜厚さは、0.3mm以上とする。 

（２）５．１（２）により塗装する場合は、はけ塗り又は吹き付け塗りとする。ただ

し、エポキシ樹脂粉体塗装の場合は、ＪＷＷＡ Ｇ １１２の規定によるものと

し、塗膜厚さは、0.15mm以上とする。 

（３）５．１（３）の塗料を用いて塗装する場合は、本市の指定による。 

 

６．外 観 

管の外観は、次のとおりとする。 

（１）管は、実用的に同心円でなければならない。管の内外面は、滑らかで、こぶ、き

ず、鋳ばり、鋳巣、その他使用上有害な欠陥がなく、組織が均一で加工しやすいも

のでなければならない。 

ただし、きず、鋳巣など、その程度が軽微なもので本市の承認を得た場合には、

溶接補修ができる。 

 

７．試 験 

引張試験、硬さ試験、黒鉛球状化率試験、水圧試験及び再試験は、ＪＷＷＡ Ｇ １

１４の１４．に規定する各項目による。 

ただし、水圧試験は、管に適当な装置により、規定水圧１．７５ＭＰａに保持させた

とき、漏水および変形、破損などの異常がないこと。 

 

８．性能 

下記の状態において、水圧１．７５ＭＰａを負荷した場合、管のすべての箇所におい

て、漏水および変形、破損などの異常がないこと。 
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①管に適当な装置により（３DkN）を負荷した後、引張力を０kNに戻した状態で水圧１．

７５ＭＰａを加え、５分間保持した状態。 

  ②管に適当な装置により、挿し口短管と耐震型バルブの接合部にＪＤＰＡ Ｔ ５１

（ＮＳ形ダクタイル鋳鉄）の規定による限界曲げモーメントを負荷した状態で水圧

１．７５ＭＰａを加え、５分間保持した状態。 

 

９．検査 

管の検査は、機械的性質、黒鉛球状化、水密性、塗装後の仕上がり面、形状、寸法、

質量及び外観について行い、３．～７．に適合しなければならない。ただし、水密性、

塗装後の仕上り面、形状、寸法、質量及び外観については、管１本ごとに行い、機械的

性質については、７．の規定により行う。 

なお、黒鉛球状化については、１とりべの製品から任意に１本抜き取って検査を行う。

また、本市の承認を得た場合には、検査の一部を省略することができる。 

 

１０．表示 

管には、管の外側の一定場所に、次の事項を高さ１mm以上で鋳出しにより明示しなけ

ればならない。 

（１）トの記号 

（２）)¦( の記号 

（３）記号Ｄ 

（４）刻印座 

（５）製造年 

（６）製造者名又はその略号 

（７）呼び径 

 

１１．接合部品 

管の接合部品は、次のとおりとする。 

１１．１ パッキン（管止水用） 

（１）管に取り付けるパッキンは、ＪＷＷＡ Ｋ １５６のⅠ類Ａ ５５の規定に適

合したものとし、材料は良質のスチレンブタジエンゴム（SBR）を主原料に配合

剤を加えたもので、加硫製造しなければならない。 

（２）パッキンは、管に十分密着し、容易に外れてはならない。 

（３）パッキンの試験及び検査は、ＪＷＷＡ Ｇ １１４の附属書の規定による。 

１１．２ ボルト及びナット 

（１）管締め付けに使用するボルト及びナットは、ＪＩＳ Ｇ ５５０２のＦＣＤ 

４００－１５若しくはＦＣＤ ４５０－１０又は同等品以上のものとし、酸化被
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膜処理を施す。 

（２）ボルト及びナットの試験及び検査は、局仕様 Ｂ ２００６の規定による。 
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